
第１章 策定にあたって              
１ 策定の目的

・文化芸術の意義
・改正文化芸術基本法の成立（平成２９年６月）
・第２期文化薫る地域の魅力づくりプランの後継として文化芸

術基本法に基づき、本市の文化芸術に関する施策を総合的か
つ計画的に推進するため本計画を策定

２ 計画の位置づけ
・第六次鹿児島市総合計画（令和３年度策定予定）を上位計画と

し、文化芸術分野の個別計画として策定

３ 計画期間
・令和４年度～令和８年度（５年間）

  ※国の文化芸術推進基本計画、本市の総合計画（前期・後期）、
文化薫る地域の魅力づくりプランの計画期間を参考

第２章 鹿児島市の文化政策を取り巻く状況     
１ 国の動向

・文化芸術基本法改正（平成２９年６月）及び文化芸術推進基本
計画策定（平成３０年３月）

・障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の制定（平成３
１年３月）

２ 社会状況の変化
・人口減少と少子高齢化 →文化芸術の担い手不足
・グローバル化 →文化的多様性や相互理解促進
・情報通信技術革新

→技術を活用した文化活動
→情報の受信・発信の多様化

・新型コロナウイルスの拡大
  →文化芸術活動に様々な影響

３ 市の文化政策の現状と課題
・第２期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づく取組
・市が実施する文化芸術に関する取組
（市民意識調査結果）

  ・文化芸術に触れる環境が整っていると感じる割合
    ※総合計画成果指標より

・過去１年間の文化芸術の鑑賞・活動の有無
  ・新型コロナウイルス感染症の鑑賞・活動への影響
  ・過去１年間の文化芸術に関連する施設利用の有無
  ・文化芸術に関する情報の入手のしやすさ
  ・本市の文化的環境の満足度
  ・本市の文化芸術の主な取組の認知度
  ・文化芸術の振興の社会的な効果
  ・文化芸術を生かしたまちづくりに必要な取組

第３章 計画の方向性              
１ 策定にあたっての視点

※国の動向や社会状況の変化、第 2 期プランの成
果と課題、市民意識調査等を整理

２ 基本目標
「○○○○ ○○○○ ○○○○」
※参考
（第 1 期）伝承と創造でひらく文化薫るかごしま
（第 2 期）伝承と創造でひらく文化薫るかごしま

～多彩な文化資源を活用し人と地域を元気にする～

３ 基本方針（例）
基本方針１
文化芸術活動への参加 ～参加する～

基本方針２
次世代の文化芸術の担い手の育成 ～育む～
基本方針３
地域固有の文化財の保存・活用・継承～守る・つなぐ～
基本方針４
文化芸術を生かしたまちづくりの推進 ～活用する～

４ 計画の体系
※体系図

第４章 基本施策（例）              
１ 基本施策

(1) 文化芸術活動への参加 ～参加する～
  ①文化芸術に触れる機会の創出
  ②文化芸術活動の活性化
  ③文化施設の充実と情報の発信
  ④誰もが文化芸術活動に参加できる環境づくり

（高齢者・子ども・障害者など）

(2) 次世代の文化芸術の担い手の育成 ～育む～
  ①文化芸術活動を担う人材（アーティスト、マネジメ

ント人材）の育成
②地域伝統芸能の担い手の育成
③子どもが文化芸術に触れる機会の充実

(3) 地域固有の文化財の保存・活用・継承
～守る・つなぐ～

  ①地域に残る貴重な文化財の保存・活用
  ②世界文化遺産の次世代への継承

(4) 文化芸術を生かしたまちづくりの推進 ～活用する～
①観光、国際交流、福祉、教育、産業等の分野における文化

芸術の活用
  ②文化芸術を生かした地域振興の推進

２ 成果指標
・文化芸術に触れる環境が整っていると感じる割合
・過去１年間の文化芸術の鑑賞の有無（仮）

第５章 計画の推進                 
１ 推進体制

・推進主体（市・財団）
・実行委員会

２ 計画の進行管理、評価
(1) 庁内の計画の進捗状況管理を行う組織
(2) 外部の計画の進捗状況の検証、評価を行う組織

第１章 策定にあたって              
１ 策定の目的

・文化芸術の意義
・改正文化芸術基本法の成立（平成２９年６月）
・第２期文化薫る地域の魅力づくりプランの後継として文化芸

術基本法に基づき、本市の文化芸術に関する施策を総合的か
つ計画的に推進するため本計画を策定

２ 計画の位置づけ
・第六次鹿児島市総合計画（令和３年度策定予定）を上位計画と

し、文化芸術分野の個別計画として策定

３ 計画期間
・令和４年度～令和８年度（５年間）

※国の文化芸術推進基本計画、本市総合計画(前期･後期)、文
化薫る地域の魅力づくりプランの計画期間を参考

４ 文化芸術の範囲
・文化芸術基本法での例示を中心に新たなものも配慮

第２章 鹿児島市の文化政策を取り巻く状況     
１ 国の動向

・文化芸術基本法改正（平成２９年６月）及び文化芸術推進基本
計画策定（平成３０年３月）

・障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の制定（平成３
１年３月）

２ 社会状況の変化
・人口減少と少子高齢化 →文化芸術の担い手不足
・グローバル化 →文化的多様性や相互理解促進
・情報通信技術革新

→技術を活用した文化活動
→情報の受信・発信の多様化

・新型コロナウイルスの拡大
  →文化芸術活動に様々な影響

・SDGs → 鹿児島市「SDGs 未来都市」選定

３ 市の文化政策の現状と課題
・第２期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づく取組
・市が実施する文化芸術に関する取組
（市民意識調査結果）

・過去１年間の文化芸術の鑑賞・活動の有無
・新型コロナウイルス感染症の鑑賞・活動への影響
・過去１年間の文化芸術に関連する施設利用の有無
・文化芸術に関する情報の入手のしやすさ
・本市の文化的環境の満足度

  （参考）文化芸術に触れる環境が整っていると感じる
      割合 ※総合計画成果指標より

・本市の文化芸術の主な取組の認知度
・文化芸術の振興の社会的な効果
・文化芸術を生かしたまちづくりに必要な取組

第３章 計画の方向性              
１ 策定にあたっての視点

※国の動向や社会状況の変化、第 2 期プランの成
果と課題、市民意識調査等を整理

２ 基本目標
「○○○○ ○○○○ ○○○○」
※参考：文化薫る地域の魅力づくりプラン基本目標
（第 1 期）伝承と創造でひらく文化薫るかごしま
（第 2 期）伝承と創造でひらく文化薫るかごしま

～多彩な文化資源を活用し人と地域を元気にする～

３ 基本方針（案）
基本方針１
文化芸術活動への参加 ～参加する～
基本方針２
文化芸術活動の創出 ～創る～
基本方針３
次世代の文化芸術の担い手の育成 ～育む～
基本方針４
地域固有の文化財の保存・活用・継承 ～守る・つなぐ～
基本方針５
文化芸術を生かしたまちづくりの推進 ～生かす～

４ 計画の体系
※体系図

第４章 基本施策（案）               
１ 基本施策

(1) 文化芸術活動への参加 ～参加する～
①文化芸術に触れる機会の創出

  ②文化施設の効果的な運営と情報の発信
  ③誰もが文化芸術活動に参加できる環境づくり

（高齢者・子ども・障害者など）

(2) 文化芸術活動の創出 ～創る～
  ①文化芸術活動の創出と活性化

(3) 次代の文化芸術の担い手の育成 ～育む～
  ①文化芸術活動を担う人材の育成

②子どもが文化芸術に触れる機会の充実

(4) 地域固有の文化財の保存・活用・継承
～守る・つなぐ～

  ①地域に残る貴重な文化財と世界文化遺産の保存･活用･継承
②地域伝統芸能の担い手の育成

(5) 文化芸術を生かしたまちづくりの推進 ～生かす～
①観光、国際交流、福祉、教育、産業等の分野との連携によ

る豊かなまちの創出
  ②文化芸術を生かした地域の振興

２ 成果指標
・本市の文化的環境の満足度
・過去１年間の文化芸術の鑑賞の有無
・過去１年間の文化芸術の活動の有無
（参考）文化芸術に触れる環境が整っていると感じる割合
（参考）市民文化祭等の参加者数 ※総合計画成果指標

第５章 計画の推進                 
１ 計画の推進にあたっての視点

(1) 多様な主体の協働・連携による取組
(2) 鹿児島ならではの地域資源を生かした取組

２ 推進体制
※市や財団など関係者について図で記載

３ 計画の進行管理、評価
(1) 庁内の計画の進捗状況管理を行う組織
(2) 外部の計画の進捗状況の検証、評価を行う組織

鹿児島市文化芸術推進基本計画 骨子案（今回） 資料３※下線部は変更箇所鹿児島市文化芸術推進基本計画 骨子素案（前回）


